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別紙３

施設の新築、増改築及び修繕等の実施及び費用負担区分

【実施区分】 （県専有部及び県市共用部）

区

分
項目 内容 甲 乙 実施区分の考え方

建

物

改築又は大規模修繕、資本的支

出及び一件当たり見積額６０

万円以上の修繕

駆体、基礎

軸組、鉄骨

部分等の

取替
○

建築基準法施行令第１条に

規定する「構造耐力上必要な

部分」については、所有者で

ある甲が管理すべき者であ

るため、必要に応じて甲が行

う。

一件当たり見積額６０万円未

満の修繕 ○

本来の効用維持年数を維持

するための業務として乙が

実施する。

構

築

物

新設等 構築物の新設を想定してい

ない。必要があるときは甲乙

で協議する。

改築又は大規模修繕、資本的支

出となる修繕及び一件当たり

見積額６０万円以上の修繕
○

一件当たり見積額６０万円未

満の修繕 ○

本来の効用維持年数を維持

するための業務として乙が

実施する。

機

械

新設等 必要に応じて甲乙で協議す

る。

資本的支出となる修繕及び一

件当たり見積額６０万円以上

の修繕

○

一件当たり見積額６０万円未

満の修繕 ○

本来の効用維持年数を維持

するための業務として乙が

実施する。
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工

具

器

具

備

品

県有備品の更新
○

消耗品及び任意の備品の購入

○

管理運営上必要な消耗品の

購入については、乙が実施す

る。なお、乙が指定管理料で

購入するものは甲の備品と

する

資本的支出となる修繕及び一

件当たり見積額６０万円以上

の修繕

○

上記以外の修繕、補充

○

本来の効用維持年数を維持

するための業務として乙が

実施する。

上記中、資本的支出のうち用途

変更に係るいわゆる「模様替

え」等について

－

原則的に甲とする。ただ

し、機能等向上などの点に

ついて乙から提案を受けた

とき、又は、乙の提案を受

けるべきときなどについて

は、負担等を含め甲乙の協

議による。

※１ 原則として、本来の効用持続年数を維持するために必要な限度の維持補修（小破修繕：

一件当たり見積額６０万円未満のもの等）は、施設の管理に付随するものであるため、乙

が実施し、それ以外は甲が実施する。ただし、緊急を要する場合や、乙が自ら提案し経費

を負担するなど特別な理由がある場合は、甲、乙協議の上決定する。

※２ 乙は、建物の新築、増改築又は修繕、構築物の新設等又は修繕、機械装置の新設等又は

修繕及び備品の購入等に当たっては、原則としてあらかじめ甲と協議し、承認を受けなけ

ればならない。また、いわゆる「模様替え」等についても同様とする。

※３ 工事に伴う成果物の所有権は、基本協定書第１３条第５項の規定のとおり、原則として

甲に帰属する。成果物を乙の所有とする場合には、あらかじめ甲、乙で協議して定めるも

のとする。

※４ 購入した備品の所有権は、特に甲が支払う指定管理料を充てて購入したものは甲に帰属

する。

※５ 表中の甲は埼玉県と、乙は指定管理者と読み替えるものとする。



- 3 -

【費用負担区分】

原則として実施区分と同様とし、甲、乙それぞれが費用を負担する。ただし、天災その他

不可抗力による建物等の損壊復旧に係る費用の負担については、甲、乙協議する。

【市専有部について】

市専有部について上記の表は適用されない。修繕は、市が直接行うものとする。


